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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第144期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第143期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 5,964 28,996

経常利益又は経常損失（△）

　　　　　　　　  （百万円）
△233 493

当期純利益又は四半期純損

失（△）（百万円）
△180 134

純資産額（百万円） 11,631 12,266

総資産額（百万円） 45,296 46,655

１株当たり純資産額（円） 103.44 112.27

１株当たり四半期（当期）純損

失金額（△）（円）
△3.31 △0.01

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） 25.1 25.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
19 △446

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△109 4,195

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△292 △6,885

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
1,457 1,870

従業員数（人） 930 952

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半

期（当期）純損失であるため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

  当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。　

　主要な関係会社における異動は、次のとおりであります。　

［繊維事業］

　主要な関係会社における異動はありません。　

［不動産事業］

　主要な関係会社における異動はありません。　

［電子事業］

　主要な関係会社における異動はありません。　

［その他事業］

　オーミ緑化㈱は、平成20年３月31日をもって休眠会社となりました。これに伴い、その他事業から除外しました。　

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において連結子会社であったオーミ緑化㈱は平成20年３月31日をもって休眠会社となり

重要でなくなったため連結の範囲から除外しました。また、オーミ・ジロー・ローレンゼッチ繊維工業㈱は、平成20年

４月１日にオーミ・ド・ブラジル　テキスタイル㈱に社名を変更いたしました。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 930 (360)

　（注）　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含む）であり、臨時従業員数（嘱託契約の従業員を含み、パートタイマー及び派遣社員を除く。）は（　）内

に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

　　(2）提出会社の状況 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 235 (39)

　（注）　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、臨時従業員数

（嘱託契約の従業員を含み、パートタイマー及び派遣社員を除く。）は（　）内に当中間会計期間の平均人員を

外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間における繊維事業、電子事業の生産実績を示すと、次のとおりであります。

　なお、不動産事業、その他事業につきましては、生産規模を金額で示すことはしておりません。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

繊維事業 4,182

電子事業 461

合計 4,644

　（注）１．金額は製造原価により算出しており、製品仕入高を含んでおります。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループは主として見込み生産を行っているため、受注状況の記載を行っておりません。

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

繊維事業 4,762

不動産事業 345

電子事業 513

その他事業 342

合計 5,964

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期のわが国経済は、原油を始めとする原材料価格の一段の高騰やサブプライムローン問題に端を発した

世界的な金融不安、急激な円高等により、景気の減速感が強まってまいりました。　

　このような状況のもと、当社グループは平成20年度を初年度とする中期経営３ヶ年計画『Advance Plan 2010』に基づ

き、収益力の向上と財務体質の強化に努めてまいりました。

　これらの結果、当第１四半期の売上高は5,964百万円、営業損失は108百万円、経常損失は233百万円、四半期純損失は

180百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

[繊維事業]　

　レーヨン部門は原燃料価格の高騰が続いているものの、製品価格への転嫁が進んだこともあり好調に推移しました

が、婦人服部門におきましては、個人消費の低迷等により収益が悪化しました。この結果、繊維事業全体では売上高

4,762百万円、営業損失203百万円となりました。

[不動産事業]　

　不動産事業につきましては、売上高345百万円、営業利益207百万円となりました。

[電子事業]　

　電子事業につきましては、売上高513百万円、営業利益8百万円となりました。　

[その他事業]　

　人材派遣業、園芸事業、その他につきましては、売上高342百万円、営業損失3百万円となりました。　

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

[日本]　

　繊維事業はレーヨン部門が好調に推移したものの、婦人服部門が個人消費の低迷等により収益が悪化しました。不動

産事業は若干の増収増益となりました。電子事業は受注確保、コストの削減に努めました結果、増収となりましたが、

収益は悪化しました。これらの結果、国内全体では売上高4,984百万円、営業損失123百万円となりました。

[中南米]

　ブラジルは前期に引き続き好調に推移し、売上高887百万円、営業利益149百万円となりました。　

[その他の地域]　

　中国は売上高92百万円、営業利益3百万円となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況　

  当第１四半期連結会計期間末における現金および現金同等物は、前連結会計年度末に比べ402百万円減少し、さらに

連結除外に伴う減少額10百万円を控除した結果、1,457百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

税金等調整前四半期純損失が277百万円となり、たな卸資産の増加457百万円及び仕入債務の減少164百万円等があっ

たものの、売上債権の減少1,268百万円等があったため19百万円の増加となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

有形固定資産の取得による支出50百万円や、投資有価証券の取得による支出64百万円等により109百万円の減少とな

りました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

長短借入金の増加が計2,976百万円あったものの、長期借入金の返済による支出3,041百万円や配当金の支払が227百万

円あったため、292百万円の減少となりました。 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題　

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、今後新中期経営３ヶ年計画「Advance Plan 2010」に基づき、更なる収益力の強化を図ってまいります。　

(4) 研究開発活動　

　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、29百万円であります。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

　

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 222,000,000

Ａ種優先株式 11,000,000

Ｂ種優先株式 7,000,000

計 240,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 66,024,594 66,024,594

大阪証券取引所

東京証券取引所

各市場第二部

－

Ａ種優先株式 2,000,000 2,000,000 － 　

Ｂ種優先株式 7,000,000 7,000,000 － 　

計 75,024,594 75,024,594 － －

　（注）提出日現在発行数には、平成20年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権付社債の権利行使により発

行された株式数は含まれておりません。

　

　（注）１．Ａ種優先株式の内容は、次のとおりであります。

(1）種類株式の名称 オーミケンシ株式会社Ａ種優先株式

（以下「Ａ種優先株式」という。）

(2）発行株式数 Ａ種優先株式　11,000,000株

(3）発行価額 １株につき500円

(4）発行価額の総額 5,500,000,000円

(5）発行価額中資本に組入れない額 １株につき250円

(6）資本組入額の総額 2,750,000,000円

(7）申込期日 平成16年３月29日

(8）払込期日 平成16年３月29日

(9）配当起算日 平成16年３月30日

(10）発行方法 第三者割当ての方法により、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行に4,900,000

株、株式会社みずほコーポレート銀行に3,200,000株、東洋商事株式会社

に2,000,000株、株式会社三井住友銀行に900,000株を割当てる。

(11）継続保有に関する事項 該当なし

(12）優先配当金

当会社は、剰余金の配当を行うときは、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）また

はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有す

る株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」と

いう。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき下記(イ）に定める額の剰余金の配当（以下「Ａ種優先配当

金」という。）を支払う。ただし、下記(13）に定めるＡ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ａ種優先

中間配当金を控除した額とする。
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(イ)優先配当金の額

１株あたりのＡ種優先配当金の額は、Ａ種優先株式の１株あたりの発行価額（500円）に、それぞれの事

業年度ごとに下記の配当年率（以下「Ａ種優先配当年率」という）を乗じて算出された額とする。ただ

し、初年度のＡ種優先配当金については、配当起算日から当該事業年度の終了日までの日数（初日およ

び最終日を含む。）で日割り計算した額とする。

Ａ種優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結

果、Ａ種優先配当金が１株につき50円を超える場合は、50円とする。

Ａ種優先配当年率は、平成16年３月30日以降、次回の配当年率修正日（下記に定義される。）の前日まで

の各事業年度について、下記の算式により計算される年率とする。

Ａ種優先配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）＋2.00％

「配当年率修正日」は、平成16年３月30日以降の毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営

業日を配当年率修正日とする。

「日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）」とは、平成16年３月31日までは平成16年３月30日（配当起算日）に

おいて全国銀行協会より午前11時における日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）として公表される数値をい

い、それ以降は各配当年率修正日およびその直後の10月１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の

２時点において、午前11時における日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）として全国銀行協会によって公表さ

れる数値の平均値をいうものとする。平成16年３月30日、配当年率修正日またはその直後の10月１日

（当日が銀行休業日の場合は前営業日）に日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）が公表されない場合は、同日

（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロ

ンドン銀行間市場出し手レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ６ヶ月物（360日ベース））として英国銀行協会

（ＢＢＡ）によって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ

月物）に代えて用いるものとする。

日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）またはこれに代えて用いる数値は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。

(ロ)累積条項

平成17年３月末日を決算期日とする事業年度までの間において、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式

質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＡ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額（以下

「Ａ種未払配当金」という。）は累積するものとし、累積したＡ種未払配当金（以下「Ａ種累積未払配

当金」という。）は、Ａ種優先配当金およびＢ種優先配当金並びに普通株主または普通登録株式質権者

に対する剰余金の配当に先立って支払われるものとする。平成18年３月末日を決算期日とする事業年度

以降のある事業年度におけるＡ種未払配当金は翌事業年度以降に累積しない。

(ハ)非参加条項

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて配当を行わない。

(13）優先中間配当金

当会社は、定款第38条に定める中間配当を行うときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対

し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につきＡ種優先配当金の２分の１ま

たは１株につき25円のいずれか低い額の金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払う。

(14）残余財産の分配

当会社の残余財産の分配をするときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主ま

たは普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき500円を支払う。

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配を行わない。

(15）現金を対価とする取得請求権

Ａ種優先株主は、平成23年以降、毎年７月１日から７月31日までの期間（以下「Ａ種優先株式取得請求可

能期間」という。）において、前事業年度における分配可能額の２分の１から、当会社が、当該取得請求が

なされた事業年度において、その発行しているすべての種類の優先株式の取得を既に行ったか、行う決定

を行った分の価額の合計額を控除した額を限度として、Ａ種優先株式の全部または一部を１株につき500

円の交付と引き換えに取得することを請求することができる。当会社は、Ａ種優先株式取得請求可能期間

の満了日から１ヵ月以内に、法令の定めにしたがって、取得手続を行うものとする。ただし、上記限度額を

超えて優先株主（ただし、種類は問わないものとする）からの取得請求があった場合、取得の順位は、優先

株式の種類を問わず、Ａ種優先株式取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決

定する。

EDINET提出書類

オーミケンシ株式会社(E00531)

四半期報告書

 9/29



(16）取得条項

当会社は、平成23年４月１日以降いつでもＡ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者の意思にかかわら

ず、Ａ種優先株式の全部または一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により

行う。取得の対価としての取得価額は、１株につき500円に取得日の属する事業年度におけるＡ種優先配当

金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得の日までの日数（初日および取得日を含む。）で日割り

計算した額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を加算した額とする。

(17）議決権

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(18）株式の併合または分割

当会社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について、株式の併合、分割または無償割当てを行わな

い。

(19）新株引受権等の付与

当会社は、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、新株予約権の無償割当てを行わず、また、

募集株式、募集新株予約権および募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。

(20）取得請求と普通株式の交付

Ａ種優先株主は、下記の条件にしたがって、当会社に対し、その保有するＡ種優先株式を当会社が取得する

のと引き換えに普通株式の交付を請求することができる。

(イ)取得を請求することができる期間

Ａ種優先株主は、平成20年４月１日以降いつでも、当会社に対し、その保有するＡ種優先株式を当会社が

取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求することができる。

(ロ)取得の条件

Ａ種優先株主は、上記(イ）の期間中、１株につき下記(a）から(c）に定める取得価額により、Ａ種優先株

式を当会社が取得するのと引き換えに当会社の普通株式の交付を請求することができる。

(a）当初取得価額

当初取得価額は、平成16年３月30日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所

における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数

を除く。）を円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入した額とする。

(b）取得価額の修正

取得価額は、平成21年４月１日以降、毎年４月１日（以下それぞれ「取得価額修正日」という。）に、

各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期間」という。）

の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）

の平均値（終値のない日数を除く。）に修正される（修正後取得価額は円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。なお、各時価算定期間内に、下記(c）で定める取得価額の調整事由

が生じた場合には、当該平均値は、下記(c）に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。）。た

だし、上記の計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額の80％に相当する金額（円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下「下限取得価額」という。ただし、下記(c）により

調整される。）を下回る場合には下限取得価額をもって、また、修正後取得価額が当初取得価額の

150％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下「上限

取得価額」という。ただし、下記(c）により調整される。）を上回る場合には上限取得価額をもって修

正後取得価額とする。

(c）取得価額の調整

Ⅰ　Ａ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式（以下「取得価

額調整式」という。）により調整する。取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

    
既発行普通株式数 ＋

新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×

１株あたりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

ｉ　取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を

処分する場合を含む。）

調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は、取得価額調整式における「新規発行普通

株式数」に算入される。
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ⅱ　株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後取得価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金

の額を減少して資本金の額を増加することを条件としてその部分をもって株式の分割により普

通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金の減少の決議をする株主総会の終結

の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後取得価額は、当該剰余金

の額を減少して資本金の額を増加することの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを

適用する。

ⅲ　取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式

の交付を請求することができる株式または権利行使により発行される普通株式１株あたりの発

行価額（ただし、当該発行価額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資さ

れる財産の額の合計額の普通株式１株当たりの額により算出されるものとする。）が取得価額調

整式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合

調整後取得価額は、その証券（権利）の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合は

その日の終わりに、発行される証券（権利）の全額が取得またはすべての新株予約権が行使され

たものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。

Ⅱ　上記Ⅰに掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により取得価額の調整を必要

とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額により調整される。

Ⅲ　取得価額調整式に使用する１株あたりの時価は、調整後取得価額を適用する日（ただし、上記Ⅰⅱた

だし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引

所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない

日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

なお、上記45取引日の間に、上記ⅠまたはⅡで定める取得価額の調整事由が生じた場合には、取得価

額調整式で使用する時価（当該平均値）は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。

Ⅳ　取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得

価額とし、また、取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、

また、株主割当日がない場合は調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の発行

済普通株式数とする。なお、処分される自己株式の数は、取得価額調整式に使用する既発行普通株式

数から控除される。

Ⅴ　取得価額調整式で使用する１株あたりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

ⅰ　上記Ⅰⅰの時価を下回る払込金額（または処分価額）をもって募集株式の発行等をする場合に

は、当該払込金額（金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額）

ⅱ　上記Ⅰⅱの株式分割により普通株式を発行する場合は０円

ⅲ　上記Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付の請求ま

たは上記Ⅰⅲで定める内容の新株予約権を行使できる証券（権利）を発行する場合は、当該取得

価額または当該新株予約権の行使により発行される普通株式１株あたりの発行価額（ただし、当

該発行価額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の額の合

計額の普通株式１株当たりの額により算出されるものとする。）

Ⅵ　取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまる

ときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生

し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額か

らこの差額を差し引いた額を使用する。

(ハ)取得請求により交付すべき普通株式数

Ａ種優先株式の取得請求により交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

取得請求により交付

すべき普通株式数
＝
Ａ種優先株主が取得請求のために提出したＡ種優先株式の発行価額の総額

取得価額

取得請求により交付すべき普通株式数の算出にあたって、１株未満の端数が生じたときは、これを切捨

てる。

(ニ)取得の請求により交付する株式の内容

当会社普通株式

(ホ)取得請求受付場所

大阪府大阪市北区堂島浜一丁目１番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部
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(ヘ)取得請求の効力の発生

取得請求の効力は、取得請求書およびＡ種優先株式の株券が前述(ホ）に記載する取得請求受付場所に到

着したときに発生する。ただし、Ａ種優先株式の株券が発行されていない場合は、株券の提出を要しない

ものとする。

(ト)取得請求による普通株式の交付後第１回目の配当

Ａ種優先株式の取得請求により交付された普通株式に対する最初の剰余金の配当または中間配当金は、

取得の請求がなされたときに属する事業年度の初めに取得があったものとみなしてこれを支払う。ただ

し、普通株式について中間配当として金銭の分配がなされた事業年度において、取得の請求が当該事業

年度の10月１日から翌年３月31日までになされたときは10月１日に取得があったものとみなしてこれ

を支払う。

(21）優先順位

当会社の発行する各種の種類株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配の支払順位は、同

順位とする。

　

（注）２．　Ａ種優先株式11,000,000株のうち9,000,000株については、平成19年9月10日に取締役会決議に基づく買取り及

び消却を行なっております。 
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（注）３．　Ｂ種優先株式の内容は、次のとおりであります。

(1）種類株式の名称 オーミケンシ株式会社Ｂ種優先株式

（以下「Ｂ種優先株式」という。）

(2）発行株式数 Ｂ種優先株式　7,000,000株

(3）発行価額 １株につき500円

(4）発行価額の総額 3,500,000,000円

(5）発行価額中資本に組入れない額 １株につき250円

(6）資本組入額の総額 1,750,000,000円

(7）申込期日 平成16年３月29日

(8）払込期日 平成16年３月29日

(9）配当起算日 平成16年３月30日

(10）発行方法 第三者割当ての方法により、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行に7,000,000

株を割当てる。

(11）継続保有に関する事項 該当なし

(12）優先配当金

当会社は、剰余金の配当を行うときは、Ｂ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）また

はＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有す

る株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」と

いう。）に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき下記(イ）に定める額の剰余金の配当（以下「Ｂ種優先配当

金」という。）を支払う。ただし、下記(13）に定めるＢ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｂ種優先

中間配当金を控除した額とする。

(イ)優先配当金の額

１株あたりのＢ種優先配当金の額は、Ｂ種優先株式の１株あたりの発行価額（500円）に、それぞれの事

業年度ごとに下記の配当年率（以下「Ｂ種優先配当年率」という）を乗じて算出された額とする。ただ

し、初年度のＢ種優先配当金については、配当起算日から当該事業年度の終了日までの日数（初日およ

び最終日を含む。）で日割り計算した額とする。

Ｂ種優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結

果、Ｂ種優先配当金が１株につき50円を超える場合は、50円とする。

Ｂ種優先配当年率は、平成16年３月30日以降、次回の配当年率修正日（下記に定義される。）の前日まで

の各事業年度について、下記の算式により計算される年率とする。

Ｂ種優先配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）＋2.25％

「配当年率修正日」は、平成16年３月30日以降の毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営

業日を配当年率修正日とする。

「日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）」とは、平成16年３月31日までは平成16年３月30日（配当起算日）に

おいて全国銀行協会より午前11時における日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）として公表される数値をい

い、それ以降は各配当年率修正日およびその直後の10月１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の

２時点において、午前11時における日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）として全国銀行協会によって公表さ

れる数値の平均値をいうものとする。平成16年３月30日、配当年率修正日またはその直後の10月１日

（当日が銀行休業日の場合は前営業日）に日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）が公表されない場合は、同日

（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロ

ンドン銀行間市場出し手レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ６ヶ月物（360日ベース））として英国銀行協会

（ＢＢＡ）によって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ

月物）に代えて用いるものとする。

日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）またはこれに代えて用いる数値は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。
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(ロ)累積条項

平成17年３月末日を決算期日とする事業年度までの間において、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式

質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＢ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額（以下

「Ｂ種未払配当金」という。）は累積するものとし、累積したＢ種未払配当金（以下「Ｂ種累積未払配

当金」という。）は、Ａ種優先配当金およびＢ種優先配当金並びに普通株主または普通登録株式質権者

に対する剰余金の配当に先立って支払われるものとする。平成18年３月末日を決算期日とする事業年度

以降のある事業年度におけるＢ種未払配当金は翌事業年度以降に累積しない。

(ハ)非参加条項

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金を超えて配当を行わない。

(13）優先中間配当金

当会社は、定款第38条に定める中間配当を行うときは、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対

し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につきＢ種優先配当金の２分の１ま

たは１株につき25円のいずれか低い額の金銭（以下「Ｂ種優先中間配当金」という。）を支払う。

(14）残余財産の分配

当会社の残余財産の分配をするときは、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主ま

たは普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき500円を支払う。

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配を行わない。

(15）現金を対価とする取得請求権

Ｂ種優先株主は、平成25年以降、毎年７月１日から７月31日までの期間（以下「Ｂ種優先株式取得請求可

能期間」という。）において、前事業年度における分配可能額の２分の１から、当会社が、当該取得請求が

なされた事業年度において、その発行しているすべての種類の優先株式の取得を既に行ったか、行う決定

を行った分の価額の合計額を控除した額を限度として、Ｂ種優先株式の全部または一部を１株につき500

円の交付と引き換えに取得することを請求することができる。当会社は、Ｂ種優先株式取得請求可能期間

の満了日から１ヵ月以内に、法令の定めにしたがって、取得手続を行うものとする。ただし、上記限度額を

超えて優先株主（ただし、種類は問わないものとする）からの取得請求があった場合、取得の順位は、優先

株式の種類を問わず、Ｂ種優先株式取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決

定する。

(16）取得条項

当会社は、平成25年４月１日以降いつでもＢ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者の意思にかかわら

ず、Ｂ種優先株式の全部または一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により

行う。取得の対価としての取得価額は、１株につき500円に取得日の属する事業年度におけるＢ種優先配当

金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得の日までの日数（初日および取得日を含む。）で日割り

計算した額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を加算した額とする。

(17）議決権

Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(18）株式の併合または分割

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式について、株式の併合、分割または無償割当てを行わな

い。

(19）新株引受権等の付与

当会社は、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対し、新株予約権の無償割当てを行わず、また、

募集株式、募集新株予約権および募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。

(20）取得請求と普通株式の交付

Ｂ種優先株主は、下記の条件にしたがって、当会社に対し、その保有するＢ種優先株式を当会社が取得する

のと引き換えに普通株式の交付を請求することができる。

(イ)取得を請求することができる期間

Ｂ種優先株主は、平成22年４月１日以降いつでも、当会社に対し、その保有するＢ種優先株式を当会社が

取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求することができる。

(ロ)取得の条件

Ｂ種優先株主は、上記(イ）の期間中、１株につき下記(a）から(c）に定める取得価額により、Ｂ種優先株

式を当会社が取得するのと引き換えに当会社の普通株式の交付を請求することができる。

(a）当初取得価額

当初取得価額は、平成16年３月30日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所

における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数

を除く。）を円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入した額とする。
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(b）取得価額の修正

取得価額は、平成23年４月１日以降、毎年４月１日（以下それぞれ「取得価額修正日」という。）に、

各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期間」という。）

の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）

の平均値（終値のない日数を除く。）に修正される（修正後取得価額は円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。なお、各時価算定期間内に、下記(c）で定める取得価額の調整事由

が生じた場合には、当該平均値は、下記(c）に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。）。た

だし、上記の計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額の80％に相当する金額（円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下「下限取得価額」という。ただし、下記(c）により

調整される。）を下回る場合には下限取得価額をもって、また、修正後取得価額が当初取得価額の

150％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下「上限

取得価額」という。ただし、下記(c）により調整される。）を上回る場合には上限取得価額をもって修

正後取得価額とする。

(c）取得価額の調整

Ⅰ　Ｂ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式（以下「取得価

額調整式」という。）により調整する。取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

    
既発行普通株式数 ＋

新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×

１株あたりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

ｉ　取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を

処分する場合を含む。）

調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は、取得価額調整式における「新規発行普通

株式数」に算入される。

ⅱ　株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後取得価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金

の額を減少して資本金の額を増加することを条件としてその部分をもって株式の分割により普

通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金の減少の決議をする株主総会の終結

の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後取得価額は、当該剰余金

の額を減少して資本金の額を増加することの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを

適用する。

ⅲ　取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式

の交付を請求することができる株式または権利行使により発行される普通株式１株あたりの発

行価額（ただし、当該発行価額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資さ

れる財産の額の合計額の普通株式１株当たりの額により算出されるものとする。）が取得価額調

整式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合

調整後取得価額は、その証券（権利）の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合は

その日の終わりに、発行される証券（権利）の全額が取得またはすべての新株予約権が行使され

たものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。

Ⅱ　上記Ⅰに掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により取得価額の調整を必要

とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額により調整される。

Ⅲ　取得価額調整式に使用する１株あたりの時価は、調整後取得価額を適用する日（ただし、上記Ⅰⅱた

だし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引

所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない

日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

なお、上記45取引日の間に、上記ⅠまたはⅡで定める取得価額の調整事由が生じた場合には、取得価

額調整式で使用する時価（当該平均値）は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。

Ⅳ　取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得

価額とし、また、取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、

また、株主割当日がない場合は調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の発行

済普通株式数とする。なお、処分される自己株式の数は、取得価額調整式に使用する既発行普通株式

数から控除される。
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Ⅴ　取得価額調整式で使用する１株あたりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

ⅰ　上記Ⅰⅰの時価を下回る払込金額（または処分価額）をもって募集株式の発行等をする場合に

は、当該払込金額（金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額）

ⅱ　上記Ⅰⅱの株式分割により普通株式を発行する場合は０円

ⅲ　上記Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付の請求ま

たは上記Ⅰⅲで定める内容の新株予約権を行使できる証券（権利）を発行する場合は、当該取得

価額または当該新株予約権の行使により発行される普通株式１株あたりの発行価額（ただし、当

該発行価額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の額の合

計額の普通株式１株当たりの額により算出されるものとする。）

Ⅵ　取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまる

ときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生

し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額か

らこの差額を差し引いた額を使用する。

(ハ)取得請求により交付すべき普通株式数

Ｂ種優先株式の取得請求により交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

取得請求により交付

すべき普通株式数
＝
Ｂ種優先株主が取得請求のために提出したＢ種優先株式の発行価額の総額

取得価額

取得請求により交付すべき普通株式数の算出にあたって、１株未満の端数が生じたときは、これを切捨

てる。

(ニ)取得の請求により交付する株式の内容

当会社普通株式

(ホ)取得請求受付場所

大阪府大阪市北区堂島浜一丁目1番5号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

(ヘ)取得請求の効力の発生

取得請求の効力は、取得請求書およびＢ種優先株式の株券が前述(ホ）に記載する取得請求受付場所に到

着したときに発生する。ただし、Ｂ種優先株式の株券が発行されていない場合は、株券の提出を要しない

ものとする。

(ト)取得請求による普通株式の交付後第１回目の配当

Ｂ種優先株式の取得請求により交付された普通株式に対する最初の剰余金の配当または中間配当金は、

取得の請求がなされたときに属する事業年度の初めに取得があったものとみなしてこれを支払う。ただ

し、普通株式について中間配当として金銭の分配がなされた事業年度において、取得の請求が当該事業

年度の10月１日から翌年３月31日までになされたときは10月１日に取得があったものとみなしてこれ

を支払う。

(21）優先順位

当会社の発行する各種の種類株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配の支払順位は、同

順位とする。
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（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき次の新株予約権付社債を発行しております。 

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年6月30日）

新株予約権の数（個） 29

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 16,477,272

新株予約権の行使時の払込金額（円） 0

新株予約権の行使期間 平成19年3月5日～平成21年2月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）１

発行価格

資本組入額

88.0

44

新株予約権の行使の条件 ―

新株予約権の譲渡に関する事項 　権利の譲渡及び質入は認めない。

代用払込みに関する事項  　　　　　　　　（注）２

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

新株予約権付社債の残高（百万円） 1,450

（注）１　本新株予約権付社債は、毎月第4金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換価額が、決定日まで

（当日を含む。）の5連続取引日（ただし、終値（気配表示を含む。）のない日は除き、決定日が取引日でない場

合には、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。）の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値の90％に相当する金額

（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。以下「修正後転換価額」という。）に修正され

ます。ただし、かかる算出の結果、修正後転換価額が88円（以下「下限転換価額」という。）を下回る場合には、

修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が264円（以下「上限転換価額」という。）を上回る場合

には、修正後転換価額は上限転換価額とします。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

２　本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価額

は、その払込金額と同額とします。 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額（百万
円）

資本準備金残
高（百万円）

　平成20年４月１日～

平成20年6月30日　
1,136 75,024 50 5,305 50 2,275

 （注)1.新株予約権の行使による増加であります。

（５）【大株主の状況】

　当第１四半期会計期間において、三菱UFJ証券株式会社から平成20年６月13日付の大量保有報告書の写しの送

付があり、平成20年６月13日現在で1,512千株を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内

容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

　なお、三菱UFJ証券株式会社の大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

　　　大量保有者　　　　　　　　　三菱UFJ証券株式会社

　　　住所　　　　　　　　　　　　東京都千代田区丸の内二丁目４番１号

　　　保有株券等の数　　　　　　　株式　1,512,362株

　　　株券等保有割合　　　　　　　2.29％
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載するこ

とができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
Ａ種優先株式 2,000,000　

Ｂ種優先株式 7,000,000　
－

「１(1）②　発行済株

式」の「内容」の記載

を参照

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 31,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 64,764,000 64,764 －

単元未満株式 普通株式 93,232 －
一単元（1,000株）未満

の株式

発行済株式総数 73,888,232 － －

総株主の議決権 － 64,764 －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が16,000株含まれております。ま　

　た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数16個が含まれております。

　　　　２．第１四半期末現在の発行済株式総数は75,024,594株であります。

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

オーミケンシ株式

会社

大阪市中央区瓦町

２－５－14
31,000 － 31,000 0.0

計 － 31,000 － 31,000 0.0

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 77 84 105

最低（円） 65 71 72

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、ダイヤ監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,460 1,873

受取手形及び売掛金 4,512 5,884

製品 2,634 2,210

仕掛品 ※2
 814

※2
 773

原材料及び貯蔵品 1,119 1,145

その他 1,082 1,042

貸倒引当金 △10 △8

流動資産合計 11,612 12,921

固定資産

有形固定資産

土地 ※2, ※4
 27,252

※2, ※4
 27,302

その他 ※1
 3,172

※1
 3,510

有形固定資産合計 30,424 30,812

無形固定資産 108 108

投資その他の資産

投資有価証券 1,342 1,204

その他 1,927 1,713

貸倒引当金 △112 △99

投資損失引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 3,151 2,812

固定資産合計 33,684 33,733

資産合計 45,296 46,655
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,985 5,201

短期借入金 11,737 12,867

１年内償還予定の新株予約権付社債 1,450 1,550

未払法人税等 67 161

引当金 198 294

その他 1,076 1,121

流動負債合計 19,517 21,197

固定負債

長期借入金 1,159 174

繰延税金負債 9,832 9,832

退職給付引当金 2,101 2,111

役員退職慰労引当金 58 78

その他 997 994

固定負債合計 14,148 13,191

負債合計 33,665 34,388

純資産の部

株主資本

資本金 5,305 5,255

資本剰余金 2,424 2,374

利益剰余金 5,466 6,074

自己株式 △3 △3

株主資本合計 13,192 13,700

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △315 △374

為替換算調整勘定 △1,515 △1,409

評価・換算差額等合計 △1,830 △1,784

少数株主持分 269 349

純資産合計 11,631 12,266

負債純資産合計 45,296 46,655
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

売上高 5,964

売上原価 4,585

売上総利益 1,379

販売費及び一般管理費 ※
 1,487

営業損失（△） △108

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 5

為替差益 16

その他 15

営業外収益合計 38

営業外費用

支払利息 110

その他 52

営業外費用合計 163

経常損失（△） △233

特別損失

固定資産売却損 2

固定資産廃棄損 8

貸倒引当金繰入額 13

たな卸資産処分損 10

その他 8

特別損失合計 44

税金等調整前四半期純損失（△） △277

法人税、住民税及び事業税 54

法人税等調整額 △181

法人税等合計 △127

少数株主利益 30

四半期純損失（△） △180
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △277

減価償却費 99

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14

賞与引当金の増減額（△は減少） △95

たな卸資産処分損 10

有形固定資産除売却損益（△は益） 10

受取利息及び受取配当金 △6

支払利息 110

為替差損益（△は益） △14

売上債権の増減額（△は増加） 1,268

たな卸資産の増減額（△は増加） △457

仕入債務の増減額（△は減少） △164

未払消費税等の増減額（△は減少） △14

その他 △154

小計 298

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △143

法人税等の支払額 △142

営業活動によるキャッシュ・フロー 19

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △50

有形固定資産の売却による収入 4

投資有価証券の取得による支出 △64

投資有価証券の売却による収入 1

貸付金の回収による収入 0

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,976

長期借入れによる収入 1,000

長期借入金の返済による支出 △3,041

配当金の支払額 △227

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △292

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △402

現金及び現金同等物の期首残高 1,870

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △10

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,457
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1)連結の範囲の変更

　当第１四半期連結会計期間より、オーミ緑化㈱は休眠会社となったため、連結の

範囲から除外しております。

(2)変更後の連結子会社の数

９社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産　

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法に

よる原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用され

たことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これによる損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は軽微でありま

す。

(2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会

計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適

用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これによる損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は軽微でありま

す。

　また、期首の利益剰余金について165百万円減少しております。

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したも

のと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使

用して貸倒見積高を算定しております。

２．固定資産の減価償却費の

算定方法

　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定して

いるため、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。

３．法人税等並びに繰延税金

資産及び繰延税金負債の算

定方法

　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定にあたり加味する加減算

項目や税額控除項目を、重要なものに限定しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、13,688百万円であ
ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、14,080百万円であ
ります。

※２　当連結会計年度に事業用土地から販売用土地に振り
替えたものが48百万円含まれております。　　

※２　当連結会計年度に事業用土地から販売用土地に振り
替えたものが79百万円含まれております。

　３　受取手形割引高 1,099百万円 　３　受取手形割引高 1,149百万円

※４　土地には未利用地1,079百万円が含まれております。 ※４　土地には未利用地1,079百万円が含まれております。

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであり

ます。

１．給料賃金  480百万円

２．賞与引当金繰入額      40百万円

３．退職給付引当金繰入額       23百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）
 （百万円）

現金及び預金勘定 1,460

預入期間が３か月を超える定期預金 △2

現金及び現金同等物 1,457

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　66,024千株

　Ａ種優先株式　　　　　　 2,000千株

　Ｂ種優先株式　　　　　　 7,000千株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　31千株

　

３．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日

定時株主総会

普通株式 129 2.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金 

Ａ種優先株式 28 14.045 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金 

Ｂ種優先株式 107 15.295 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　
繊維事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

電子事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
　　　　　　　　　　
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 4,762 345 513 342 5,964 － 5,964

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
6 134 － 1 143 (143) －

計 4,769 480 513 344 6,107 (143) 5,964

営業利益又は営業損失（△） △203 207 8 △3 9 (117) △108

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

繊維事業……レーヨン綿、紡績糸、編織物、婦人服

不動産事業…不動産賃貸等、住宅建築

電子事業……電子部品

その他事業…人材派遣等

　

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　
日本

（百万円）
中南米
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,984 887 92 5,964 － 5,964

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 4,984 887 92 5,964 － 5,964

営業利益又は営業損失（△） △123 149 3 29 (138) △108

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

        ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 　　　　　　（1）　中   南   米・・・ブラジル

 　　　　　　（2）　その他の地域・・・中国

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 中南米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 887 394 1,281

Ⅱ　連結売上高（百万円）   5,964

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 14.9 6.6 21.5

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）中   南   米…ブラジル

(2）その他の地域…米国、中国

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

　

　

　

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額
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当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 103.44円 １株当たり純資産額 112.27円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 3.31円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損
失であるため記載しておりません。

　（注）１．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額  

四半期純損失（百万円） 180

普通株主に帰属しない金額（百万円） 34

（うち優先配当額） (34)

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 215

期中平均株式数（千株） 65,103

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの
の概要

－

　　　　２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 11,631 12,266

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

4,804 4,985

　（うち優先株式払込金額） (4,500) (4,500)

　（うち優先配当額） (34) (135)

　（うち少数株主持分） (269) (349)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額
（百万円）

6,826 7,281

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期
末（期末）の普通株式の数（千株）

65,992 64,857

（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っております

が、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、

記載しておりません。　

２【その他】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

オーミケンシ株式会社(E00531)

四半期報告書

27/29



第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月11日

オーミケンシ株式会社

取締役会　御中

ダイヤ監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 蓑島　　司　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 大橋　　修　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオーミケンシ株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、オーミケンシ株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提

出会社が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

EDINET提出書類

オーミケンシ株式会社(E00531)

四半期報告書

29/29


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）ライツプランの内容
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	簡便な会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

